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北海道総合開発委員会条例（昭和28年条例第２号） 

（設置） 

第１条 北海道の有する豊かな資源を有効に利用し、及び開発して産業を振興すると

ともに、生活、文化等に関する施策を推進し、もって道民福祉の向上を図る見地か

ら、北海道に関する総合的な計画を作成し推進するため、知事の附属機関として、

北海道総合開発委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、北海道に関する総合的な計画につき、知事の諮問に応じ審議する

ほか、必要に応じ知事に意見を具申するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議するた

め必要ある場合は、臨時委員を置くことができる。 

２ 委員及び臨時委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。  

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

４ 知事は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することがで

きる。 

５ 臨時委員は、当該事項の調査審議を終了したときは、解嘱されるものとする。  

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（顧問及び参与） 

第５条 委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、知事が委嘱する。 

３ 顧問及び参与は、会務に参画する。 

（専門部会） 

第６条 委員会に委員会の決定により専門部会を置くことができる。  

（知事への委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。  

附 則 

（略） 



北海道総合開発委員会条例施行規則（昭和28年規則第42号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北海道総合開発委員会条例（昭和27年北海道条例第２号）第７条

の規定に基づき、北海道総合開発委員会（以下「委員会」という。）の会議の運営及

び事務処理に関する事項を定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

（委員長、副委員長共に事故あるときの代理） 

第３条 委員長及び副委員長共に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員

が、委員長の職務を代理する。 

（議事） 

第４条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

（専門部会） 

第５条 専門部会は、委員長が指名する委員、臨時委員、顧問及び参与をもって組織

する。 

２ 専門部会は、その所掌に係る専門の事項及び委員会から付託された事項について、

調査審議する。 

３ 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選す

る。 

４ 部会長は、専門部会を代表し、議事その他専門部会の事務を処理する。  

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

６ 第２条及び前条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、

これらの規定中「委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会

長」と、「委員の」とあるのは「部会員の」と読み替えるものとする。 

（委員長への委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会及び専門部会の議事その他の運営に関

し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

（略） 

 


